
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
三
五

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
等
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件

一
三
五

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件
九
件

一
三
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
三
八

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
五
件

一
三
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

一
三
九

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
道
路
を
指
定
す
る
件

一
四
〇

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
り
道
路
を
指
定
し
、
及
び
通
行
方
法
を
定
め
る
件

一
四
〇

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
四
一

○
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

一
四
一

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件
二
件

一
四
一

告

示

福
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
第
一
項

の
変
更
の
届
出
に
係
り
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五
年
三

月
十
七
日
か
ら
同
年
四
月
十
七
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

み
や
ぎ
生
活
協
同
組
合
ふ
く
し
ま
あ
だ
た
ら
店

福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
中
田
一
番
地
一

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
二
本
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

開
店
、
閉
店
時
刻
及
び
駐
車
場
利
用
時
間
帯
変
更
に
つ
い
て
、
環
境
基
本
法
に
基
づ
く
騒
音
に
係

る
環
境
基
準
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
近
隣
住
民
等
よ
り
公
害
等
に
関
す
る
苦
情
の
申
し
立
て
等
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
迅
速
か
つ
真
摯
に
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
注
射
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
防
疫
員
が
必
要
と
認
め
た
豚
及
び
い
の
し
し

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

注
射
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
症
及
び
結
核
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
牛

───────────────────────────────────────────────────────────
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四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

１

ブ
ル
セ
ラ
症

エ
ラ
イ
ザ
法

２

結
核

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ヨ
ー
ネ
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

１

二
本
松
市
（
木
幡
、
針
道
、
太
田
、
戸
沢
、
杉
沢
、
東
新
殿
、
百
目
木
、
茂
原
、
田
沢
の
区
域

に
限
る
。
）
、
伊
達
市
（
霊
山
町
、
月
舘
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
伊
達
郡
川
俣
町
、
郡
山
市
（
熱

海
町
、
三
穂
田
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
田
村
市
（
常
葉
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
岩
瀬
郡
天
栄

村
、
石
川
郡
平
田
村
（
上

田
、
九
生
滝
、
下

田
、
西
山
の
区
域
を
除
く
。
）
、
石
川
郡
古
殿

町
、
東
白
川
郡
棚
倉
町
、
喜
多
方
市
（
岩
月
町
、
熱
塩
加
納
町
の
区
域
に
限
る
。
）
、
南
会
津
郡

南
会
津
町
、
南
会
津
郡
下
郷
町
、
南
会
津
郡
只
見
町
、
耶
麻
郡
北
塩
原
村
、
相
馬
市
、
い
わ
き
市

（
田
人
町
、
三
和
町
の
う
ち
上
三
坂
、
中
三
坂
、
下
三
坂
の
区
域
に
限
る
。
）
の
各
区
域

２

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
区
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

二
の
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
生
後
一
歳
以
上
の
牛
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

１

搾
乳
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛

２

種
付
け
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
雄
牛

３

１
又
は
２
の
牛
と
同
一
施
設
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛

４

繁
殖
の
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い
る
肉
用
雌
牛

５

所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
牛

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

馬
伝
染
性
貧
血
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

生
後
百
八
十
日
以
上
の
馬
で
あ
っ
て
、
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
馬

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

蜜
蜂
の
腐
蛆
病
の
発
生
の
予
防

そ

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

蜜
蜂

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

肉
眼
的
検
査
及
び
細
菌
学
的
検
査

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
三
号
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家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
ア
ル
ボ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
ア
カ
バ
ネ
病
に
限
る
。
）
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

越
夏
し
て
い
な
い
一
の
監
視
伝
染
病
の
ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
牛
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
及
び
自

然
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
も
の

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
中
和
試
験
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
又
は
七
面
鳥
（
以
下
「
家
き
ん
」
と

い
う
。
）
を
百
羽
以
上
（
だ
ち
ょ
う
に
あ
っ
て
は
、
十
羽
以
上
）
飼
養
し
て
い
る
箇
所
で
あ
っ
て
、

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
家
き
ん
の
う
ち
任
意
の

十
羽
以
上

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

血
清
学
的
検
査
（
鶏
を
検
査
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
エ
ラ
イ
ザ
法
（
当
該
検
査
で
陽
性
が
確
認
さ

れ
た
と
き
は
、
同
一
血
清
に
つ
い
て
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）
、
鶏
以
外
の
家
き
ん
を
検
査
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

繁
殖
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
又
は
肥
育
の
用
に
供
し
、
若
し

く
は
供
す
る
目
的
で
飼
養
し
て
い
る
豚
で
あ
っ
て
、
地
理
的
条
件
を
考
慮
し
て
福
島
県
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
任
意
の
十
四
頭
以
上
（
十
四
頭

に
満
た
な
い
場
合
は
、
全
頭
）

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
、
酵
素
免
疫
測
定
法
又
は
中
和
試
験

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
死
体
の
所
有
者
は
家
畜
の
死
体
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命

ず
る
。令

和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

牛
の
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
係
る
牛
の
死
体
（
牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
八
号
）
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
係
る
牛
の
死
体
を
除
く
。
）

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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五

検
査
の
方
法

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る

方
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
の
予
察

二

実
施
す
る
区
域

県
下
一
円

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

福
島
県
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
し
た
箇
所
に
お
い
て
飼
養
さ
れ
て
い
る
豚

四

実
施
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
の
福
島
県
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
示
す
る
日

五

検
査
の
方
法

臨
床
検
査
及
び
血
清
学
的
検
査
（
エ
ラ
イ
ザ
法
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
河
市

東
土
地
改
良
区
か
ら
令
和
五
年
二
月
十
六
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
三

月
八
日
認
可
し
た
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字

変
更
前

Ａ

一
三
・
五
～

二
、
八
六
九
・
七

一
二
一
号

木
流
字
橋
本
五
〇
三
番
一

九
四
・
四

地
先
か
ら

同

市
町
北
町
大
字

始
字
宮
前
一
三
一
番
一
地

先
ま
で

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字

変
更
後

Ａ

一
三
・
五
～

二
、
八
六
九
・
七

木
流
字
橋
本
五
〇
三
番
一

九
四
・
四

地
先
か
ら

同

市
町
北
町
大
字

始
字
宮
前
一
三
一
番
一
地

先
ま
で

会
津
若
松
市
高
野
町
大
字

Ｂ

二
一
・
二
～

三
、
〇
二
七
・
九

木
流
字
橋
本
五
〇
三
番
一

四
三
〇
・
八

地
先
か
ら

同

市
神
指
町
大
字

高
瀬
字
高
瀬
一
三
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線

名

区

間

変

更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

会
津
若
松
市
神
指
町
大
字

変
更
前

四
一
・
五
～

一
三
七
・
〇
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一
一
八
号

高
瀬
字
高
瀬
三
番
三
地
先

五
三
・
一

か
ら

同

市
神
指
町
大
字

変
更
後

四
六
・
五
～

一
三
七
・
〇

高
瀬
字
高
瀬
五
番
二
地
先

六
二
・
五

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
原
町

相
馬
郡
飯
舘
村
二
枚
橋
字

変
更
前

Ａ

八
・
六
～

一
、
二
六
五
・
三

川
俣
線

本
町
一
八
五
番
一
地
先
か

二
八
・
二

ら

Ｂ

一
二
・
〇
～

一
、
二
二
二
・
七

同

郡
同

村
二
枚
橋
字

二
八
・
四

本
町
四
七
〇
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ｂ

一
二
・
〇
～

一
、
二
二
二
・
七

三
五
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
福
島

二
本
松
市
油
井
字
前
作
二

変
更
前

一
一
・
〇
～

二
五
二
・
〇

安
達
線

五
八
番
地
先
か
ら

八
七
・
六

同

市
油
井
字
中
田
三

八
番
二
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
〇
～

二
五
二
・
〇

八
七
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
鹿
島

相
馬
市
大
字
赤
木
字
西
山

変
更
前

Ａ

三
・
六
～

一
、
二
一
一
・
一

日
下
石
線

田
一
四
五
番
二
地
先
か
ら

一
八
・
九

同

市
大
字
赤
木
字
赤
木

Ｂ

一
二
・
七
～

一
、
一
三
〇
・
三

九
四
番
一
地
先
ま
で

三
三
・
九

変
更
後

Ａ

三
・
六
～

一
、
二
一
一
・
一

一
八
・
九

Ｂ

一
二
・
七
～

一
、
一
三
〇
・
三

三
三
・
九

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

県
道
福
島
安
達
線

二
本
松
市
油
井
字
前
作
二
五
八
番
地
先

令
和
五
年
三
月
一
七
日

か
ら

同

市
油
井
字
前
作
二
六
七
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

県
道
鹿
島
日
下
石
線

相
馬
市
大
字
赤
木
字
西
山
田
一
四
五
番

令
和
五
年
三
月
一
七
日

二
地
先
か
ら

同

市
大
字
赤
木
字
赤
木
九
四
番
一
地

先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
六
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
す
る
道
路
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

県
道
小
浜
上
郡
山
線

双
葉
郡
富
岡
町
上
郡
山
字
関
名
古
三
二
八
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
上
郡
山
字
関
名
古
三
三
一
番
地
先
ま
で

県
道
泉
岩
間
植
田
線

い
わ
き
市
佐
糖
町
字
碇
田
七
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
泉
町
下
川
字
大
剣
一
番
一
地
先
ま
で

県
道
日
立
い
わ
き
線

い
わ
き
市
錦
町
江
栗
七
反
田
二
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
佐
糖
町
字
碇
田
三
九
番
二
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
九
十
七
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
道

路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定
す
る
道
路
並
び
に
同
令
第

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
当
該
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一

メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
の
通
行
方
法
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路

線

名

区

間

県
道
古
殿
須
賀
川
線

須
賀
川
市
大
黒
町
五
三
番
三
地
先
か
ら

同

市
堀
底
町
四
三
番
地
先
ま
で

県
道
中
野
須
賀
川
線

須
賀
川
市
牛
袋
町
一
七
番
三
地
先
か
ら

同

市
影
沼
町
二
二
一
番
一
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

三

通
行
方
法

高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
が
一
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
路
線

名
の
道
路
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
区
間
を
通
行
す
る
場
合
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積
載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す

恐
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接
す
る
施

設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み
出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障

害
物
に
接
触
し
な
い
よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

２

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
〇
・
二

三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
〇
・

二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色
の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
装
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
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で
「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
げ
る
こ
と
。

３

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情

報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇
所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

安
達
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

野
地

久
夫

二
本
松
市
下
川
崎
字
東
北
六
二
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
俣
町
か
ら
川

俣
都
市
計
画
火
葬
場
の
決
定
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
か
ら
い
わ
き
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課

（
都
市
計
画
課
）

公
告
第
五
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
か
ら
い
わ
き
都
市
計
画
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
変
更
に
係
る

関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査

課

（
都
市
計
画
課
）
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